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事 務 連 絡 

令和３年４月２３日 

各都道府県 

財政担当課 

市町村担当課 

地方創生担当課 

新型コロナウイルス感染症対策担当課 

 

内 閣 府 地 方 創 生 推 進 室 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の「協力要請推進枠」における 

規模別協力金の実施に当たっての留意事項等について 

 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「臨時交付金」という。）

の協力要請推進枠について、対象者の売上高又は売上高減少額に応じた協力金（以下

「規模別協力金」という。）を支払う方式を導入したこと等に伴い、その運用につい

て、下記のとおり定めましたので、お知らせします。各地方公共団体におかれまして

は、関係部局間で十分連携の上、本事務連絡の記載事項に留意して運用されますよう

お願いします。 

なお、規模別協力金を支払う方式を導入したこと等に伴い、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金制度要綱（令和２年５月１日付通知）についても改正を

予定しているところ、本制度要綱の改正については、近日中に別途通知いたします。

また、都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろし

くお願いします。 

 

記 

 

 

１ 規模別協力金の実施要領について 

  規模別協力金について、各都道府県等における標準的な事業実施手法について説

明した「規模別協力金の実施要領」を別紙１、「規模別協力金Ｑ＆Ａ」を別紙２のと

おり定めましたので、各都道府県等におかれましては、これに準拠して事業を実施

していただくようお願いします。 

  また、今般の緊急事態宣言期間において、緊急事態措置区域については、緊急事

態宣言解除まで売上高方式の支給単価の下限の３万円を４万円とします。 

  

御中 
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２ 規模別協力金に係る事務費について 

   規模別協力金を支払う場合に、事務費として定額（規模別協力金支給額（国

負担分と地方負担分の合計額。ただし、都道府県において独自に上乗せして支

給する部分の金額を除く。）×２％）を配分し、支給額の実績に応じて精算する

こととします。また、この事務費は、緊急事態措置区域又は新型インフルエンザ

等対策特別措置法第３１条の６第１項に基づき都道府県知事が定める区域における規

模別協力金だけでなく、その他の区域における規模別協力金についても配分し

ます。 

事務費については、各都道府県の工夫により、より効率的・効果的に事業を

実施できるよう、協力金事業の実施に必要な事務費であれば使途を設けずに自

由度高く活用できることとしますので、例えば、審査、振込み、コールセンタ

ー、適正な協力金支給を担保するための見回り業務等の外部委託等に、積極的

にご活用ください。ただし、次の経費に充当することはできないのでご留意く

ださい。 

 

  【事務費に係る対象外経費】 

・任期の定めのない常勤職員の給料等 

※地方単独事業に係る対象外経費に準じた取扱とします。（「令和３年度におけ

る新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について」（令

和３年４月１日付事務連絡）２（２）参照） 

・協力金本体その他の事業者に対する助成金 

・その他協力金の実施に係る事務と直接の関連性が認められないもの 

 

 

３ ガイドラインの遵守等について 

（１）ガイドラインを遵守していない飲食店等について 

ガイドラインを遵守していない飲食店等については、協力金を支給しないこと

とします。 

また、いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を

主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、

当該設備の利用自粛を要請していただいているところです。これらの店舗におい

て要請に応じない店舗に対しても、協力金の支給をしないことの検討をお願いし

ます。 

 

（２）働きかけ活動等の推進 

   時短要請に係る働きかけ活動等の推進については、「新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の緊急事態措置の終了に

伴う経過措置等について」（令和３年３月 22日付事務連絡）及び「新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の取扱いの変

更等について」（令和３年４月１日付事務連絡）において、21 時までの要請を行
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【照会先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 企画２担当   髙橋・高橋・名取・廣瀬・山野・矢部 

時短協力金担当 田畑・遠藤・佐藤・川池・鈴木 

             直通  03（6257）3086 

い４万円の支援を行う都道府県及びまん延防止等重点措置区域が指定された都

道府県については、感染の再拡大を防止するため、営業時間短縮要請等やガイド

ライン遵守を働きかける必要性が高いことから、特措法担当大臣との協議の際に、

働きかけ活動等の実施計画を提出するとともに、働きかけの実施状況等を報告す

ることとしています。 

この度、緊急事態措置区域として緊急事態措置を講じる団体は、営業時間短縮

の要請等に合わせた個別の施設に対しての働きかけを徹底する必要があること

から、営業時間の短縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策・体

制の強化や個別の施設に対しての働きかけなど、特措法担当大臣との協議の際に、

働きかけ活動等の実施計画を提出するとともに、働きかけの実施状況等の報告を

お願いします。 

また、その他の区域において 21時までの営業時間短縮を要請し、規模別協力金

の方式を採用する場合にも、感染の再拡大を防止するため、営業時間短縮要請等

やガイドライン遵守を働きかける必要性が高い地域であると考えられるため、同

様に、特措法担当大臣との協議の際に、働きかけ活動等の実施計画を提出すると

ともに、働きかけの実施状況等の報告をお願いします。 

つきましては、その他の区域について、可能な限り個別店舗への網羅的な働き

かけをお願いするとともに、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域に

ついては、できる限り全ての個別店舗への働きかけをお願いします。 

さらに、働きかけ活動に併せて、業種別ガイドラインを遵守するよう個別店舗

に対して働きかけるようお願いしてきたところです。飲食の場における感染の伝

搬を防止するために、とりわけ 

・ アクリル板等（パーティション）の設置（又は座席の間隔の確保） 

・ 手指消毒の徹底 

・ 食事中以外のマスク着用の推奨 

・ 換気の徹底 

等が重要です。引き続き、時短要請に係る働きかけ活動等を行うに当たって、ガ

イドラインの遵守を個別店舗に実地において働きかけるようお願いします。 

 

 

＜関係資料一覧＞ 

 

別紙１ 規模別協力金の実施要領 

別紙２ 規模別協力金Ｑ＆Ａ 

 

 

 

 

 


